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海洋は地球の表面積の 7割以上を占める広大な広が
りをもっている．そこには，多種多様な生物が存在し，
多くの資源の供給源となっている．一方，人類は生活
環境の利便性や快適性を求めて多くの化学物質を使用
し，その結果使用した化学物質は廃棄物として環境へ
放出している．特に，これら人為起源の化学物質は，
最終的に海洋に流入してくるのが現状であり，このま
まの状態が推移していくと，さしずめ海洋は廃棄物の
たまり場となってしまうおそれが生じる．
ここで，わが国における海の環境と安全に関して過
去の状況を振り返ってみる．第二次世界大戦後の産業
技術の発展に伴い各種の工場や事業所からの排水によ
る有機性および無機性汚濁が河川等を経由して，湾岸
海域に流入してきた．この現象が継続したことで，海
底へのヘドロの堆積問題や貧酸素化による魚介類への
影響が社会問題化した．特に，水俣湾での有機水銀に
よる汚染が水俣病を引き起こしたことは多くの人々の
記憶に刻まれている事象である．
高度経済成長期には石油需要の増加に伴い，石油工
場やタンカーなどからの含油排水の排出による海域の
油汚染が発生した．特に，わが国の近海での油流出に
よる海洋汚染の発生件数は，石油輸送量の増大や石油
化学工業の発展により 1970年代に急増してきた．こ
れら海域の油汚染は，生態系に多大な影響を及ぼすの
みでなく，景観やレクリエーション，工場等で使用さ
れる冷却水といった水利用にも大きな影響を及ぼして
きた．そこで，これらの公害の諸問題に対処するため
に，1967年に公害対策基本法が制定され，さらに，
1971年に水質汚濁防止法，1978年に総量規制制度が
導入され，海洋の環境改善のための種々の政策が実施
されてきた．さらに，船舶からの排出・投棄の規制，
監視の強化から油流出による海洋汚染は年々減少して
きた．しかし，油汚染は船舶の衝突や座礁等の事故に
よっても生じ，甚大な被害をもたらした．1997年の島
根県壱岐島海域でのロシア船籍ナホトカ号の沈没によ
る油流出事故が日本海沿岸域の広い地域にわたり生態

系に悪影響を及ぼした事例は記憶に新しい事柄である．
1980年代になると海域の富栄養化問題に加えて，

家庭雑排水からの汚濁負荷の問題が生じ，窒素，りん
の環境基準や排水基準の設定がなされた．特に，海域
の窒素，りんに係わる環境基準は 1993年に策定され，
東京湾や大阪湾等の閉鎖性水域が指定されることと
なった．
一方で，化学物質による海洋汚染も顕在化し，1973

年に化学物質の審査および製造等の規制に関する法律
（化学物質審査規制法，1986年および 2003年に改正）
や 1999年に特定化学物質の環境への排出量の把握等
および管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）の
制定等行政として化学物質対策を種々講じてきた．特
に，PCBや DDTで代表される残留性有機汚染物質
（以下 POPsと略す）の放出源は熱帯および亜熱帯地
域であった．そこで使用された POPsは大気の長距離
輸送により地球規模での広がりをみせており，最終的
に行き着く場所として海洋があり，POPsによる海洋
汚染が顕在化してきた．さらに，食物連鎖を経てイル
カや鯨等の海棲哺乳動物にこれら POPsが高濃度で蓄
積されており，これら化学物質の長期的および慢性的
な毒性影響が懸念された．こうした現象に対処するた
めに，POPsに関する国際的な取組みの一つとして
2001年に POPsに関するストックホルム条約が採択さ
れ，国際的な規制や監視体制が整ってきた．
以上みてきたように，世界の海域での海洋汚染問題

や水産資源の枯渇問題について社会的関心が集まって
いることから，海洋の役割について改めて考えていく
ことが必要となっている．
本号では，これら海の環境と安全の両面から，閉鎖

性海域や沿岸海域の保全とその取組み・環境修復，海
洋環境管理，有害化学物質の地球規模での海洋汚染と
生態系への影響，有害物質や危険物質の海上輸送とそ
の流出事故への対応，船舶の衝突事故と安全対策等に
関して，幅広い分野の専門家の方々からそれぞれの現
状と問題点，さらにその解決策等の提言を詳細に解説
して頂いた．今後の海の環境改善と安全のために役立
つことを期待する．
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